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リーダーシップ及びコミットメント 

a） 
社長自ら 

が 
EMS の有効性に説明責任を負う 

b） 
社長と部

門長は 

環境方針及び環境目標を確立し、それらが組織の戦略的な方向性及び組織の 

状況と両立することを確実にする 

c） 
EMR は 組織の事業プロセスへの EMS 要求事項の統合を確実にする 

d） 
社長と総

務部長は 
EMS に必要な資源が利用可能であることを確実にする 

e） 
社長自ら 

が 
有効な EMS 及び EMS 要求事項への適合の重要性を伝達する 

f） 
EMR は EMS がその意図した成果を達成することを確実にする 

g） 
社長自ら 

が 
EMS の有効性に寄与するよう要員を指揮し、支援する 

h） 
社長自ら 

が 
継続的改善を促進する 

i） 
その他の関連する部門長がその責任の領域においてリーダーシップを実証するよう、 

社長自ら 

が 
管理層の役割支援をする 

コミットメントに対する実行内容は、必要に応じて社長自らが見直しを実施する。 

 

《基本理念》 

 

顧客重視を経営の柱とし、性能、安全、寿命、省エネルギー、サービスの面で顧客の信用･信頼を得る. 

 

《環境方針》 

 

澤村電気工業株式会社は、小型ＤＣモータ、ドライバ及びブラシレスモータメーカとして、人と環境にやさしい製品を開発し社会に貢献

します。 

本環境方針達成のため、私達一人一人が行動と知恵が結集できる仕組み作りを行い、日常業務との一体化を図りながら、環境マネジメント

システムを運営していきます。 

開発、製造、販売の全ての企業活動において、地球環境に配慮し健全な人と環境を未来に引き継ぐために環境保全活動に取組みます。 

電力の省エネや改善提案制度は運用項目として引き続き活動を続けています。 

 

１．法規制などの遵守 

環境に関する法律、規制および組織が同意したその他の要求事項を遵守するとともに、必要に応じて自主的な管理基準を策定し環境 

保全に努めます。 

２．製品 

製品の企画、設計段階より、省資源、省エネルギー及びクリーン化を推進します。 

（１）製品の省資源化の推進 

（２）省エネルギーの推進 

（３）環境負荷物質の使用の抑制 

３．汚染の予防、持続可能な資源の利用、気候変動の緩和、生物多様性・生態系保護 

事業活動における環境に与える影響を調査、評価し、環境負荷となっている主要な要因を適切に管理し汚染を予防し、持続可能な資源の
利用、気候変動の緩和、生物多様性・生態系保護、環境負荷物質の使用と排出の抑制に努めます。 

４．継続的改善 

環境目標を定め、定期的に見直し、継続的改善に努めます。環境負荷物質の使用を可能な限り低減または削減します。 

５．教育、啓発活動の実施 

環境方針を全従業員が理解し行動できるよう環境への意識向上をはかるため、教育及び啓発活動を行います。 

６．周知徹底                                                             

環境方針は社内外に公表します。  

  

 


